
市⺠の命を守る
「地域医療」を未来につなぐために

特集号
今、なぜ再編が必要なのか

南砺市⽴２病院、未来への再編

第１回

市では、市⺠の皆さんの安全安⼼の基盤である「地域医療」を未来につなげるため、
南砺市⽴２病院の再編の⽅向性を⽰し、現在、南砺市議会の「医療のあり⽅検討特別委
員会」において、慎重に議論をいただいています。
再編を⾏う場合、他の⾃治体病院での再編期間などを踏まえると、２〜３年間程度の

移⾏期間が必要と⾒込んでいます。今、なぜ再編が必要なのか、これからの南砺市⽴２
病院に必要とされる医療体制とはどんなものか、再編によって具体的に何が変わるのか
について、市の考えを市⺠の皆さんに正しく知っていただくため、本号より特集を掲載
していきます。

南砺市⽴医療機関をとりまく「待ったなし」の課題

「待ったなし」の課題を先送りにすることで、
次のような状況が生じることを危惧しています。

１ 医療従事者の不⾜による影響
・これまで提供してきた診療科の数が減り、提供できない医療サービスが増える。
・南砺市⽴２病院で⼗分な⼊院の受⼊ができず、外来の診療科は内科など特定の
診療科だけになる。

・医療従事者１⼈当たりの業務量や負担が⼤きくなり、離職者が増える。
・利⽤者だけでなく、働き⼿や医師派遣元⼤学にとって魅⼒のない病院となって
しまい、その結果、医師派遣は減り、新規採⽤職員は今以上に集まらなくなる。

２ ⾼齢者救急等への対応不⾜による影響
・市内の高齢者救急に⼗分に対応できる体制が整えられず、救急患者の受⼊が
できない事例が増える。

３ 経営状況の悪化による影響
・病院建物の更新や医療提供に⽋かせない医療機器の更新ができなくなる。

４ へき地医療の維持への影響
・南砺市⽴２病院の医師・看護師等の減少によって、へき地医療を⽀えるはず
だった医療チームが編成できなくなり、へき地診療所の維持が難しくなる。

⇒ ⼆次医療圏内への影響
・南砺市⽴２病院の医療従事者が減少した結果、⼆次医療圏の基幹病院である
砺波総合病院の後⽅⽀援が⾏えなくなる。

・その結果、⼆次医療圏内で対応しきれない症例が増え、そうした患者さんが
時間をかけて遠⽅の病院まで通院しなくてはいけなくなる。

１ 専⾨医・看護師等の医療従事者が不⾜していること

２ 今後も続く⾼齢者救急等への対応が十分ではないこと

３ 病院事業の経営が急激に悪化していること

４ へき地医療の維持が難しくなってきていること

今、南砺市⽴２病院、南砺市⽴診療所では、次の課題を抱えています。これらは、
いずれも医療機関としての存⽴に関わる「待ったなし」の課題です。

⼈⼿不⾜によって医療従事者の負担が今より⼤きくなれば、市⽴医療機関で
働こうとする医療従事者がさらに減るという悪循環に陥ってしまいます。

こんなことにならないために、
我々はどうすべきでしょうか︖
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南砺市⺠病院 南砺中央病院



地域医療を未来につなげるためのカギ② 地域医療を未来につなげるためのカギ①

【医療資源の最適化】

「医療資源」とは何でしょうか。医療資源とは、医療を提供するために必要な⼈・
物・財源などの総称を指し、それらは「医療提供⼒」と⾔い換えることができます。

●医療従事者（⼈的資源）
●⼿術室、CT、MRI、救急外来設備等（物的資源）
●運営資⾦（財的資源）
●ICT・連携体制（情報資源）

南砺市⽴２病院の医療機能が重複している現在の状況は、限りある医療資源を最適
な状態に配置しているとは⾔えません。⼈的資源や財的資源が減っていくなか、医療
資源が最⼤限効率的・効果的に配置できる運営体制を築くことが求められています。

医療提供⼒

○医療資源の最適化による効果
例えば、２つの病院で重複している医療機能を１箇所に集約化した場合、どん

な効果が生まれるでしょうか。

【⼆次医療圏における南砺市⽴２病院の現状を知ること】

医療資源の最適化と⾔っても、やみくもに医療資源を集約化させれば良いわけでは
ありません。これから先、南砺市⽴２病院が⼆次医療圏（砺波医療圏）において、ど
のような役割を担う病院となっていくのかをしっかりと⽅向づけた上で、２病院間で
の医療資源の最適化を⾏うことが⼤切です。⼆次医療圏の中核病院である砺波総合病
院と２病院における現在の医療提供体制は次のとおりです。

●砺波総合病院【基幹病院】（許可病床数471床、常勤医82名）
・多くの常勤専門医が在籍し、幅広い疾患に対応
・外来診療科は29科、産婦⼈科や形成外科など希少な外来も有する
・⼿術は、⼆次医療圏域の中⼼であり、⼀刻⼀秒をあらそう疾患にも対応
・医療圏内の救急の中核として機能（圏域全体の救急⾞搬送⼊院の約60％）
※令和7年4月1日より396床

●南砺市⺠病院（許可病床数175床、常勤医25名）
・内科、外科、眼科、泌尿器科、総合診療科など幅広い分野の常勤医が在籍し、
高齢者に多い疾患に対応

・外来診療科は24科、⼀般的な外来のほか、腎臓内科、糖尿病・代謝・内分泌
科、血液内科、リウマチ科などを有する

・⼿術は、眼、消化器、泌尿器が中⼼、緊急⼿術には対応していない
・対応可能な救急搬送に対応（圏域全体の救急⾞搬送⼊院の約20％ ）
・総合診療医や特定⾏為看護師の育成プログラムを有する教育医療機関

●南砺中央病院（許可病床数104床、介護医療院45床、常勤医７名）
・主に内科、整形外科医が在籍し、市内の整形外科⼿術の多くに対応
・外来診療科は16科、⼀般的な外来を有する
・⼿術は整形外科が中⼼、緊急⼿術には対応していない
・対応可能な救急搬送に対応（圏域全体の救急⾞搬送⼊院の約5％）
・介護医療院を併設し、中⻑期的な療養に対応

医療資源

令和7年3月末現在

●⼈員不⾜であった診療科では…
→ 安定的な医療提供が可能になる

●１箇所に様々な症例が集まるようになった結果…
→ ⼤学医局からの医師派遣が受けやすくなる
→ 医療機器等への重複投資が避けられ、財政的な負担が軽くなる

●患者にとっては…
→ 救急患者の受⼊困難事例が減る
→ 複数診療科の連携がスムーズになる

-3--4-
※常勤医の数には、会計年度任⽤職員は含まれていません



市が考える具体的な再編内容

⾼齢者等を中⼼にした救急機能と⼿術機能を南砺市⺠病院に集約、
外来機能、入院機能は２病院に維持

① 「救急機能」と「⼿術機能」の集約
高齢者に多い複合的な疾患に広く対応し、常勤医師数・看護師の多さから患者

の総合的な管理を⼿厚く⾏うことができる南砺市⺠病院に、高齢者中⼼の「救急
機能」と「⼿術機能」を集約します。高齢者救急の拡充を図りながら、基幹病院
の後⽅⽀援病院として機能を発揮し、⼆次医療圏内での連携・協⼒を強化します。

② 外来
外来は、これまで通り両⽅の病院に残ります。⼀⽅、診療科を集約させること

で市⺠の皆さんに提供できる医療サービスが⼤きく向上する場合や、集約しなけ
ればその診療科を継続できないような場合には、その診療科に限り、より幅広い
外来機能を有する南砺市⺠病院へ集約をしていきます。

③ 入院
⼊院するための病床は両⽅の病院に残ります。ただし、再編後のそれぞれの病

院の機能に応じて⼊院機能を明確化し、病床数の適正化を図ります。救急と⼿術
を集約させる南砺市⺠病院には、医療資源を多く必要とする高齢者中⼼の⼊院病
床を配置し、南砺中央病院には、日常生活への復帰を⽀援するための⼊院病床を
配置します。

④ 地域診療拠点の創設
南砺市⺠病院の医師が中⼼となり、南砺中央病院、南砺家庭・地域医療センタ

ー、市⽴訪問看護ステーション、富⼭県、関連する⼤学病院による連携の下、へ
き地医療等をカバーする地域診療拠点を創設します。

市が考える再編後の姿（南砺市⽴２病院）

■南砺市⺠病院

・基幹病院である砺波総合病院の後⽅⽀援病院として、医療圏内の⾼齢者医療を共
に⽀えます。

・市⺠の皆さんは、これまでどおり南砺市⺠病院の外来を受診できます。
・救急⾞による搬送は、原則、南砺市⺠病院で受け入れ対応する体制に移⾏します。
・市内で対応可能な⼿術は、南砺市⺠病院で実施する体制に移⾏します。
・総合診療医の育成や地域診療拠点の充実により、他の公⽴病院との差別化を図り、
地域医療を未来につなげます。

■南砺中央病院

・入院が必要な患者さんのうち軽度の⽅や、砺波総合病院、南砺市⺠病院などにお
いて⼀定程度容態が安定してきた患者さんを受け入れ、⽇常生活への復帰を⽀え
る⼤切な役割を担います。

・中⻑期的な療養が必要な患者さんは介護医療院で受け⼊れ、社会生活への復帰等
を⽀援します。

・市⺠の皆さんは、これまでどおり南砺中央病院の外来を受診できます。
・救急⾞による搬送は、⼀定程度の医師数が院内に在籍する平⽇の⽇中に限り、受
入可能な範囲において対応する体制へと移⾏します。

・⼿術が必要な患者さんは、その⼿術が市内で対応可能な範囲であれば、南砺市⺠
病院において⼿術を⾏う体制に移⾏します。 病院をなくす再編ではなく、地域医療を未来につなぐための再編です。

⼀体的に運⽤できるよう、今後は病院間をまたぐ職員異動も⾏います。
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市が考える再編後の姿（基幹病院との関係）
「市⽴病院単体で完結する医療」から「⼆次医療圏以上で完結する医療」
へと移⾏し、基幹病院、関連病院と共に地域医療を未来へとつなぎます。
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⽤語の説明
○⾼度急性期
患者さんの状態の早期安定化に向けて、診療密度の特に高い医療を提供する期間

○急性期
患者さんの状態の早期安定化に向けて、診療密度の高い医療を提供する期間

○回復期
急性期を経過した患者さんに、在宅復帰に向けた医療⼜はリハビリの提供を⾏う期間

○慢性期
⻑期にわたって療養が必要な期間

○⾼齢者救急・地域急性期機能
地域内の医療資源に応じた高齢者等の救急受⼊や⼿術等に対応する医療機能

〇介護医療院
要介護者に対し、⻑期療養のための医療と日常生活上の世話（介護）を⼀体的に提供する施設

参考︓医療法施⾏規則、R7厚生労働省病床機能報告等

◆次回の特集では、地域医療をとりまく課題と市⽴医療機関
の実態について掲載します。


